
地域医療対策協議会

【法令等】

○ 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設け、

これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その

他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な

施策を定め、これを公表しなければならないとされている（医療法第 30 条の

17、医療法施行規則第 30 条の 33 の９）。

（協議に参加する関係者）

特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関、臨床研修指定病院、診療に関す

る学識経験者の団体（医師会、歯科医師会）、大学等、社会医療法人、国立病院機

構、地域医療機能推進機構、地域の医療関係団体（病院団体、薬剤師会、看護協会

等）、関係市町村、地域住民を代表する団体

【実際の運用】 《情報提供をいただいた県》北海道、東京都、富山県、福岡県

＜都道府県と会議との関係＞

① 都道府県が協議会の構成員となっているケース（北海道、東京都、福岡県）

② 都道府県が協議会の構成員となっておらず、事務局のみを担っているケー

ス（富山県）

＜委員の主な構成員＞

県医師会、看護協会、公的医療機関、病院団体、大学、消防、市町村会、県社

会福祉協議会、地域住民を代表する団体 等

＜開催時期＞

年１～２回程度

・ 都道府県医療審議会と同時開催（富山県）

＜会議・議事の公開＞

① 会議・議事ともに原則、公開（北海道、東京都、富山県）

※ 一般的には公開していないが、要望があれば公開（北海道）

② 会議・議事ともに非公開（福岡県）

＜議事決定の方法等＞

特に定めていない（北海道、東京都、富山県、高知県、福岡県）

・協議会名による提言実績あり（北海道）
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